
京丹後市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 説明資料

【改正のポイント】
○ 被保険者が出産予定である場合、その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月
の前月から出産予定月の翌々月（産前産後期間）相当分を減額するしくみを追加するもの。

○ 令和６年１月１日から施行される。

【減額対象者と減額対象月のイメージ】

A 出産予定月（令和５年１１月）
減額制度の施行が令和６年１月からであるこ
とから、出産月の翌々月である令和６年１月分
のみ減額対象月となる。

B 出産予定月（令和５年１２月）
減額制度の施行が令和６年１月からであるこ
とから、出産月の翌月である令和６年１月分と、
翌々月である令和６年２月分が減額対象月とな
る。

C 出産予定月（令和６年１月）
減額制度の施行が令和６年１月からであるこ
とから、出産月である令和６年１月分から、
翌々月である令和６年３月分が減額対象月とな
る。

D 出産予定月（令和６年２月）
出産前月である令和６年１月分から翌々月で
ある令和６年４月分が減額対象月となる。（た
だし４月分は、令和６年度課税分の国保税から
減額する。）

E 出産予定月（令和６年３月）
出産前月である令和６年２月分から翌々月であ
る令和６年５月分が減額対象月となる。（ただし
４月分、５月分は、令和６年度課税分の国保税か
ら減額する。）

令和５年度 令和６年度

R5.11月 R5.12月 R6.1月 R6.2月 R6.3月 R6.4月 R6.5月 R6.6月

A 出産予定月 翌々月

B 出産予定月 翌月 翌々月

C 出産予定月 翌月 翌々月

前月 D 出産予定月 翌月 翌々月

前月 E 出産予定月 翌月 翌々月

前月 F 出産予定月 翌月 翌々月

減額制度施行

F 出産予定月（令和６年４月）
出産前月である令和６年３月分から翌々月であ
る令和６年６月分が減額対象月となる。（ただし
４月分、５月分、６月分は、令和６年度課税分の
国保税から減額する。）
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